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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 爆発 

発生日時 令和５年７月１５日 １３時０５分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島市伊良部
い ら ぶ

島佐
さ

良
ら

浜漁港内 

 佐良浜港第１防波堤南灯台から真方位３２１°９６０ｍ付近 

 （概位 北緯２４°５０.５′ 東経１２５°１２.７′） 

事故の概要  漁船第七美
み

吉
よし

丸は、係留中、機関室で爆発が発生した。 

第七美吉丸は、船舶使用者及び作業員が負傷し、操舵室窓のアクリ

ル板等に破損を生じた。 

事故調査の経過 令和５年７月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第七美吉丸、４.８３トン 

 ＯＮ３－４６０００３（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.９０（Lr）×２.４２ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、船内機、２８５kＷ、昭和５７年４月２０日 

 第２９０－２１３９４号（船舶検査済票の番号） 

 （写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船舶使用者Ａ ４１歳 

 一級小型船舶操縦士 

免許登録日  平成３０年８月２４日 

免許証交付日 平成３０年８月２４日  

 

 



- 2 - 

             （令和５年８月２３日まで有効） 

機関整備業者の作業員（以下単に「作業員」という。） ７５歳 

 負傷者等 重傷 ２人（船舶使用者Ａ、作業員） 

 損傷 操舵室窓のアクリル板及びガラスに破損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 約８.９m/s、視界 良好、 

気温 約３３.１℃ 

海象：海上 平穏（佐良浜漁港内） 

 事故の経過  本船は、佐良浜漁港内に係留中、令和５年７月１５日０８時００分

ごろから、船舶使用者Ａ及び別の船舶使用者（以下「船舶使用者Ｂ」

という。）の２人が保守整備を行い、０９時００分ごろ船長の依頼を

受けた作業員が合流して、主機船尾側の主軸が貫通するシャフトシー

ル部からの油漏れの修理を開始した。 

 作業員は、主機船尾側にあるクラッチ付きマリンギア（以下単に

「マリンギア」という。）の開放を始め、船舶使用者Ａは、マリンギ

アの開放を補助する目的で、その上側にある空気冷却器空気側の蓋を

開放した。 

 船舶使用者２人及び作業員は、１１時００分ごろ作業を中断し、作

業員及び船舶使用者Ｂは、昼休みの間に、宮古島市平
ひら

良
ら

港にある作業

場に午後の作業で使用する電動工具を自動車で取りに行った。 

船舶使用者Ａは、作業員らが本船を離れた間に、日頃保守整備がで

きない空気冷却器空気側の熱交換器配管を清掃する目的で、スプレー

式金属洗浄剤（８４０mℓ入り缶、以下「スプレー式洗浄剤」とい

う。）１缶を噴霧して、１１時２０分ごろから昼休みをとった。 

船舶使用者２人及び作業員は、１３時００分ごろ、再び保守整備及

び主機の修理を始め、作業員は、操舵室床面左舷側の機関室出入口か

ら同室内に入り、船舶使用者Ａは、作業の立会い及び工具類を手渡す

などの手伝いとして操舵室右舷側にいた。 

（図２ 参照） 

 

    

右舷側               操舵室前面                  前面左舷側 

（海上保安庁提供） 

図１ 操舵室窓の破損状況 
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本船は、１３時０５分ごろ、作業員が、主機のフライホイールを取

り外す目的で、電動式インパクトレンチ（以下「電動式レンチ」とい

う。）にソケットを装着して、締付けボルトを緩め始めたとき、電動

式レンチから電気配線の方向に青い光が発生して、機関室上部付近で

爆発を生じた。 

本船は、機関室内で炎が出て、爆風により、操舵室窓のアクリル板

等が破損し、船尾側の出入口扉が倒れたが、火災とはならず、その

後、船舶使用者Ａは、自力で岸壁に降り、作業員は、機関室床面に倒

れていたところ、船舶使用者Ｂ及び通行人（以下「救助者」とい

う。）によって、機関室から引き上げられて岸壁に降ろされた。 

本船付近にいた別の通行人は、１３時１０分ごろ、救助者から依頼

されて１１９番通報を行い、消防司令センターの担当者に漁船で爆発

があり負傷した人がいることを連絡した。 

 船舶使用者Ａ及び作業員は、駆けつけた救急隊員によって救急車２

台で病院に搬送され、医師により熱傷等とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

     船尾側        作業員                       船首側   

 
                  船舶使用者Ａ 

 

 

 

 

     

操舵室内部及び機関室出入口       主機の外観         主機の開放整備の状況 

              （現場調査時に撮影）          （本事故時 海上保安庁提供） 

図２ 船体構造の概略及び主機の状態等 

機関室出入口 

操舵室 

左舷側 

右舷側 

マリンギア 

船首側 

空気冷却器 

船尾側 船首側 船首側 

機関室 

機関室寸法 長さ約３.０ｍ×幅約１.５ｍ×高さ約１.１ｍ 

船尾側 船尾側 
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 その他の事項 

 

(1) 負傷者の負傷状況 

医師の診断によれば、船舶使用者Ａは重傷広範熱傷及び肺挫傷

を、作業員は顔面熱傷及び両側前腕２度熱傷を負っており、熱傷

の範囲は、操舵室にいた船舶使用者Ａの方が機関室にいた作業員

よりも広かった。 

(2) 船体構造及び作業状況に関する情報 

① 本船は、船体の甲板上中央付近に操舵室があり、その下方に

機関室が配置されていた。 

② 機関室は、船首から船尾の長さが約３.０ｍ、右舷から左舷の

幅が約１.５ｍ、床面からの高さが約１.１ｍであり、中央に主

機が据え付けられ、本事故当時の気温が約３３.１℃であった。 

③ 本船は、本事故当時、操舵室の床面が開放され、操舵室の両

側の窓及び同室後部の出入口を新気が入るように開放して自然

換気をしていたものの、機械式送風機を使用した強制的な換気

が行われていなかった。なお、作業灯等の他の電気機器は使用

されておらず、電動式レンチの電気配線を接続した延長コード

等には、焼損した跡がなかった。 

(3) 船舶使用者Ａ及び作業員に関する情報 

① 船舶使用者Ａは、約１３年間漁船に乗船した経験があり、ふ

だんから本船の保守整備を行っていた。 

② 船舶使用者Ａは、スプレー式洗浄剤の容器に記載された使用

上の注意書き等を読んでいなかったので、引火性があることを

知らず、本事故当日、操舵室及び機関室の開口部を開放した状

態であったので、午前中に機関室内で噴霧したスプレー式洗浄

剤が可燃性ガスとなって滞留し、引火するとは思っていなかっ

た。 

③ 作業員は、約４０年間の機関修理の経験があり、スプレー式

洗浄剤に引火性があることを知っていたので、機関修理を行う

際、スプレー式洗浄剤と電動式工具等を同時に使用しないよう

にしており、また、そのような薬剤を使用したとき、換気が必

要なことを知っていた。 

④ 作業員は、本事故当日の午後、その前にスプレー式洗浄剤が

機関室内で噴霧されていたことを知らず、電動式レンチを使用

して作業を行ったので、電動式レンチのカーボンブラシから発

生した火花が可燃性ガスに引火して爆発したのではないかと本

事故後に思った。 

 （図３ 参照） 
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図３ スプレー式洗浄剤及び電動式レンチ 

 

(4) 作業に使用した工具及び薬剤に関する情報 

  ① スプレー式洗浄剤の安全データシート（ＳＤＳ）には、組成

及び成分情報が記載され、主成分として引火性液体のイソヘキ

サン等が、噴射剤としてＬＰＧ（Liquefied Petroleum Gas の略

称、液化石油ガス）がそれぞれ含まれていた。 

② 電動式レンチ製造会社の取扱説明書には、安全上の注意とし

て、可燃性の液体、ガス及び粉じんのある場所で使用しないこ

と、及び電動工具から発生する火花が発火や爆発の要因になる

ことが記載されていた。 

③ スプレー式洗浄剤は、本事故後、充填されていた薬剤が全て

噴霧されて空の状態となっており、製品カタログには、その成

分が石油系溶剤、アルコール剤及びＬＰＧであること、また、

容器背面には、高圧ガスを使用した可燃性の製品であることが

示されており、危険であるので次の注意事項を守るよう記載さ

れていた。 

ａ 炎や火気の近くで使用しないこと。 

ｂ 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、佐良浜漁港内に係留して主機の修理中、船舶使用者Ａがス

プレー式洗浄剤の引火性を知らずに機関室内で噴霧した後、作業員

が、同洗浄剤が可燃性ガスとなって滞留していることを知らずに電動

式レンチで主機の締付けボルトを緩めたことから、カーボンブラシか

ら発生した火花が可燃性ガスに引火して爆発したものと考えられる。 

船舶使用者Ａは、スプレー式洗浄剤の容器の背面に記載された使用
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上の注意書き等を読んでいなかったことから、引火性があることを知

らず、操舵室及び機関室の開口部を開放した状態であったことから、

噴霧したスプレー式洗浄剤が可燃性ガスとなって滞留し、本事故のよ

うに引火するとは思っていなかったものと考えられる。 

本船は、負傷者の熱傷の範囲が、操舵室にいた船舶使用者Ａの方が

機関室にいた作業員よりも広かったことから、スプレー式洗浄剤の可

燃性ガスが引火し、新気が入る機関室上部から操舵室に広がり、操舵

室窓のアクリル板等が破損した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、佐良浜漁港内に係留して主機の修理中、船舶使

用者Ａがスプレー式洗浄剤の引火性を知らずに機関室内で噴霧した

後、作業員が、同洗浄剤が可燃性ガスとなって滞留していることを知

らずに電動式レンチで主機の締付けボルトを緩めたため、カーボンブ

ラシから発生した火花が可燃性ガスに引火して爆発したことにより発

生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船舶使用者及び作業員は、スプレー式洗浄剤が、引火性のある溶

剤及び噴霧剤としてＬＰＧ等を使用した製品であり、電動工具か

ら発生する火花等の着火源によって爆発することを認識し、狭い

場所等で使用する際、スプレー式洗浄剤と電動工具を別のタイミ

ングで使用するとともに、機械式送風機等を使用して強制的な換

気を行うこと。 

 ・船舶使用者及び作業員は、複数人で作業を行う際、作業の手順、

内容並びに可燃性及び引火性のある薬剤を使用する場合の爆発及

び火災の危険性を共有し、スプレー式洗浄剤等の可燃性ガスを噴

霧した際、制限される作業方法及び電動式工具等の使用を相互に

理解すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県 

宮古島 

伊良部島 

佐良浜漁港 

佐良浜漁港 

沖縄県 

宮古島市伊良部島 

❌

× 

事故発生場所 

（令和５年７月１５日 

 １３時０５分ごろ発生） 

佐良浜港第１防波堤南灯台 


